（令和５年４月14日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和５年４月14日（金）午後１時20分から午後２時10分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一　　　　　　　　　　　　　２番　溝口　透（農政企画委員長）

３番　冨田　順治  　　　　　　　　　　　　４番　中東　敬夫
５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）
７番　奥野　隆雄（会長）　　　　　　　　　９番　木邨　公重
10番　西尾　晴雄　　　　　　
　　  
11番　中橋　弘
12番　小野　信次　　　　　　　
　　
13番　川口　茂明
14番　北川　康裕　　　　　　
　　　
15番　金谷　伸太郎
17番　南　昌男（会長職務代理者）　　　
４　欠席委員（０名）

５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第１号　特定農地貸付けの承認申請について
　　第２　議案第２号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の決定について
第３　議案第３号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について
第４　報告第１号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第５　報告第２号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第６　報告第３号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長　山口　美加　　　　　　　　　　事務局長代理　津川　育大
職員　　　阪本　一彦　　　　　　　　　　職員　　　谷内　奈央
８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後１時20分　開会　）
　奥野会長　　　　定刻前ですが、皆さんおそろいでございますので、４月の委員会総会を始めさせていただこうと思いますが、議事に入ります前に４月１日付けで事務局の人事異動がございましたので、事務局より報告をお願いします。
　
　事務局長代理　　４月１日付けで事務局の人事異動がございましたので、ご報告させていただきます。
（人事異動による事務局職員の紹介）

　議長(奥野会長)　よろしくお願いします。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第１号　特定農地貸付けの承認申請について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　議案第１号　特定農地貸付けの承認申請について、ご説明申し上げます。
（議案第１号　件番１朗読）

初めに、改めてご説明させていただきますが、「特定農地貸付法」とは市民農園を開設するための法律です。本法律では、市に対して、協定の締結依頼を行い、農業委員会に対しては、貸農園の開設の承認申請を行うこととなっています。
まず件番１については、３月31日の農地調整委員会において現地確認を行っていただき、審議していただいております。
申請地は、打上川治水緑地の東側、市立宇谷小学校のすぐ北側の農地です。
申請人は、申請地において自ら貸農園を開設する予定です。
現況は画面のとおりです。
区画数は17区画で、１区画あたり一辺の長さが4.4ｍ×4.4ｍで19.36㎡、
年間１万５千円にて貸付をする予定です。
本総会にて承認いただきましたら、本日付で市と農地所有者で貸付協定を
結ぶものでございます。
また、貸農園の開設にあたる整備費用については、本市産業振興室が現在
取り組んでいる事業である「貸農園整備事業補助金」を活用されるとともに、
本市広報誌にてシルバー世代に限り、利用者を募集する計画です。

（議案第１号　件番２朗読）
　　　 
件番２についても、３月31日の農地調整委員会において現地確認を行って
いただき、審議いただいております。
申請地は、市立梅が丘小学校を東側へ進んだところの農地です。
申請者は、農地所有適格法人以外の一般法人でございます。原則的に、農地所有適格法人以外の法人が農地を持つことはできません。
また、特定農地貸付法においては、農地所有適格法人以外の法人が個人か
ら直接農地を借り受けて貸農園を開設することはできないこととなっていま
す。そのため、今回の場合は土地所有者から市が農地を借受けし、市が申請
者に農地を転貸貸付する３者間での貸付契約を行う予定となっています。
開設の計画としましては、区画数は10区画で１区画あたり１㎡から13㎡、年間２万５千円から５万５千円にて貸付をする予定です。
本総会にて承認いただきましたら、本日付で寝屋川市と農地所有者とで貸　
付協定を結ぶものでございます。
貸農園の開設に係る整備費用については、「貸農園整備事業補助金」は申請
されない予定です。
以上でございます。

　議長　　　　　  ただいま、事務局から説明がありましたが、件番１については、３月31
日開催の農地調整委員会で現地調査及び申請人に対し聴聞を行い審査してお
りますので、農地調整委員長からご説明をお願いします。
　農地調整委員長　ただいま、事務局から説明があったとおりでございますが、非常に分かりにくいのですが、土地所有者が貸農園を自ら開設するにあたり、市が間に入る必要があるということです。また当初のみシルバー世代枠の入園希望者を市の広報誌で募集されます。
問題ないと判断いたします。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご意見等がないようですので、承認してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご異議がないようですので承認いたします。
次に、件番２については土地所有者の娘さんと貸農園事業を行う会社が知
り合いということから今回、初めて貸農園事業を行なうようになったようで
す。
この件も、３月31日開催の農地調整委員会で現地調査及び申請人に対しの聴聞を行い審査しておりますので、農地調整委員長からご説明をお願いします。
　農地調整委員長　ただいま、会長から説明があったように貸農園事業を行う申請者の会社と土地所有者は全く知らない間ではないようです。この申請地の周辺は、個人で貸農園をやっておられる方が多く、田んぼを作っておられる方は少ない地域です。特に問題ないと判断いたします。
　議長　　　　　 ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご意見等ございま
すか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　ご意見等がないようですので、承認してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご異議がないようですので承認いたします。
次に議案第２号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画　
の決定について、事務局説明願います。
　事務局　　　　 議案第２号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の決
定について、ご説明申し上げます。
（議案第２号　件番１朗読）

本件の「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」については、平成30年　　
に法律が施行されたもので、生産緑地に限りますが農地法第３条による貸借の設定より簡単にできるものです。
農地法では借りる方が耕作の権利を取得するにあたり、令和５年３月31日
までは許可後2,000㎡に満たない場合には許可できないといった下限面積や
貸借の法定更新の問題がございました。
円滑化法では、貸借の期間を今回のように３年間と設定すれば３年の期間満
了後には、必ず農地が所有者に返ってきますので、よく農家の方が思われる、
農地を貸したら返ってこないというものが、円滑化法ではありません。
この法律では、借りる方にはあまりメリットがないのですが、土地所有者側
に多くのメリットがあり、この法律で貸し付けた農地については、自作しな
くても相続税の納税猶予制度の適用が受けられます。また、土地所有者の方
がよく心配される、農地を返してもらった際の離作補償を基本的には伴いま
せん。農地を解約した際に半分農地を渡さないといけないといった離作補償
というものはないというものです。
件番１について、場所は市立市民会館の南側の五藤ヶ池を南側へ進んだと
ころの農地でございます。
本件につきましては３月31日の農地調整委員会にて現地確認を実施してお
ります。
農地の現況は画面のとおりでございます。
本農地は本市産業振興室が行っている農地のマッチング事業により成立し
た、農地所有者と借受人が当該地を使用貸借するものでございます。
借受人は、これまで農業を経験したことが無く、今回新規就農で農業に挑戦したいとご相談に来られたため、ご紹介したものです。
契約の内容は、無償での貸し借りである使用貸借で、契約の期間は３年間で畑として耕作する予定です。
予定作物はネギをメインに栽培し、冬場はホウレンソウを育てる予定です。
借受人は、ご親戚にネギ農家がおられて、ご相談をしながらネギを育てていくということです。また、ご家族、ご親族と協力して耕作をする予定であると聞いています。
農機具についてはご親族から譲り受け、ネギの苗についても準備していると聞き及んでいます。
都市農地の貸借の円滑化法については、農地の借り主が市長に事業計画を申請するもので、市長は本事業の認定にあたり、農業委員会に農地の貸借について問題ないか諮問し、農業委員会では委員会総会に諮り、問題がなければ事業認定するということを市長に回答し、市長が事業計画の認定書を交付する運びとなります。
それでは、ご審議の程よろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がありましたが、件番１についても３月31日開催の農地調整委員会で現地調査を行い審査しておりますので、農地調整委員長からご説明をお願いします。
　農地調整委員長　件番１について、３月31日に農地調整委員会を開催し、現地調査を行い審査いたしました。
　　　　　　　　 申請地につきましては、以前から除草はされておられましたが、遊休農地になっていたところでございます。
　　　　　　　　　申請地において、ネギの栽培を行うということですが、借受人である申請者はこれまで農業に携わってきたのかというと初めてということから、親戚でネギを栽培されている農家の指導を受けて耕作していくということで、周辺への影響は何ら問題ないと判断いたします。ただ、耕うん機等の農機具を搬入するには、東側は水路があり橋はかかっているのですが、人が通れる程度の幅しかなく、西側の住宅地から搬入することになります。
審査の結果、特に問題ないと思います。
　議長　　　　　　 ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
　委員　　　　　　 先日、耕うん機をかけられたようですが、その前に雨が降り、水が溜まっていたのですが、水を抜かないで耕うんされたようで、耕うん機を搬出する際に道路が泥だらけになったということを聞き及んでおります。
　農地調整委員長　 初めてのことですからね。
　議長　　　　　　この農地についても、農地のマッチング事業により貸借が成立したものでございます。
他にご質問等がないようですので、承認してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご異議がないようですので承認いたします。
次に議案第３号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認につい
て、事務局説明願います。
　事務局　　　　　議案第３号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について、ご説明申し上げます。
（議案第３号　件番１朗読）
まず始めに、相続税の納税猶予制度について、ご説明させていただきます。
現在、本市において、農地の相続時において相続税の納税猶予を受けられ
るのは、市街化調整区域内の農地と市街化区域内の生産緑地に限られ、相続
された方がお亡くなりになるまで耕作することで相続税の納税が猶予されま
す。また、市街化調整区域内の農地については平成21年12月14日までに相
続された農地については、20年間耕作することで相続税の納税が免除されま
す。
本件については、平成14年８月９日に相続されており、相続開始から20
年を迎えています。
このたび、税務署より相続税を免除するにあたり、これまで農地として良
好に耕作されてきたかについて照会がありました。
つきましては、令和５年３月31日に地区担当委員と現地確認をさせていただきました。
場所は寝屋川市北部の国道１号線沿い木屋地区の一団の農地があるところの西側付近の農地です。
現地写真のとおり、相続開始からこれまで田として耕作しており、耕作　　状況に問題はありません。
それでは、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がありましたが、件番１について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　相続人である長男は、相続時からこれまで毎年稲作をやっておられますので問題ありません。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員よりご説明がありましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご意見等がないようですので、これまで良好に耕作されていたことを税務
署に回答させていただいてよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので回答いたします。
次に報告第１号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報
告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第１号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第１号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は木田元宮地区にある鉄道車庫から少し西側に向かった農地でございます。
本件は２月28日に受付を行い、３月７日に地区担当委員に連絡の上、事務局で現地確認し、会長専決により届出を受理したものでございます。　　
現況は写真のとおりとなっています。
本件の農地は生産緑地でしたが、生産緑地の買取り申出を行っており、生
産緑地としての行為制限が解除されたため、今回、共同住宅へ転用されるこ
とになりました。
500㎡以上の建築物の建築であることから、開発許可申請を行う必要があり、
雨水排水計画等は問題ないものと思われます。
（報告第１号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は河北地区の河北大橋から一級河川寝屋川沿い
を南へ下ったところの西側の農地でございます。
本件は３月２日に受付を行い、３月７日に地区担当委員に随行の上、現地
確認を行い、会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりすでに住宅となっており、本件は転用漏れ案件です。
昭和61年頃に宅地造成を行う際に、農業委員会への届出を失念していたと
のことから今回始末書を徴取しております。
（報告第１号　件番３朗読）

件番３につきまして、場所はＪＲ学研都市線沿いの府道20号枚方交野富田
林線を南へと進んだところの左手に見える農地です。
本件は３月３日に受付を行い、３月６日に地区担当委員に連絡の上、事務
局で現地確認を行い、会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおり、既に店舗付き共同住宅となっており、本件について
も転用漏れ案件です。
経過としましては、昭和52年頃に宅地造成を行う際に、農業委員会への届
出を失念していたとのことから今回始末書を徴取しております。
（報告第１号　件番４朗読）

件番４につきまして、農地の場所は、木田元宮地区にある鉄道車庫から少
し西側に向かった農地でございます。
本件は３月７日に受付を行い、３月16日に地区担当委員に連絡の上、事務
局で現地確認を行い、会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件の農地は生産緑地でしたが、生産緑地の買取り申出を行っており、生
産緑地としての行為制限が解除されたため、今回、共同住宅へ転用されるこ
とになりました。
既に市に対して小規模開発事業の申請を行っていることから、雨水排水計
画等は問題ないものと思われます。
（報告第１号　件番５朗読）

件番５につきまして、場所は河北地区の河北大橋を西側へ向かったコンビ
ニエンスストアの向かいの農地です。
本件は３月10日に受付を行い、３月16日に地区担当委員に連絡の上、事
務局で現地確認を行い、会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりすでに駐車場となっており、本件についても転用漏れ
案件です。
経過としましては、昭和43年頃に宅地造成を行う際に、農業委員会への届
出を失念していたとのことから今回始末書を徴取しております。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明がありましたが、現況は写真の手前のところに、だてがけの木材が置いてあるところに取水の水路があって、写真の奥側が悪水の水路となります。
周辺に農地は全く無く、本件の農地だけが残っている状況です。また、事
務局から説明があったように、共同住宅を建築するには建築確認もあります
し、私も自治会長として開発行為について聞いており、すでに承諾の押印も
させていただいております。特に周辺に農地が無いことから問題ありません。
また、北側の農地半分は今回残されるということですが、将来的には耕作
をやめられるようです。
届出人は南西に１反から１反半ほどまだ水稲を作られておりますので、そ
ちらは今後も農地を残すようです。
　議長　　　　　　生産緑地は全て解除するのではなく、半分は当分残すということですね。
　事務局　　　　　地区担当委員から説明があったように、北側半分は生産緑地としてしばら
くは耕作を続けるようですが、将来的には耕作をやめられます。
　　　　　　　　　今回、生産緑地地区の指定を平成４年に受けられて、指定から30年が経過
したことから、特定生産緑地としてさらに10年続けられるのか、あるいは生
産緑地をやめてしまうのか、選択することができる中で、半分は生産緑地を
やめて共同住宅に農地転用するというものです。
　議長　　　　　　共同住宅を建てる際に、車両の進入路は南側からですか。
　委員　　　　　　南側の水路を暗渠にして、車両が通行できるようにされます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員、何か
ご意見等ございますか。
　地区担当委員　　事務局から説明があったように、転用漏れ案件でございまして、すでに一戸建て住宅が建築されております。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番３について、地区担当委員、何か
ご意見等ございますか。
　地区担当委員　　事務局から説明があったように、本件についても転用漏れ案件でございま
して、すでに店舗付き共同住宅が建っております。
　議長　　　　　　相続があり登記しようとした時に、先代が農地転用していなかったということがよくあります。
ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番４について、地区担当委員、何か
ご意見等ございますか。
　地区担当委員　　先ほどの件番１の農地から東側に30ｍほどのところの畑でございまして、同じ水路上にあるのですが、届出人については、これまで数筆、水稲や野菜を作っていたのですが、全て共同住宅や駐車場に農地転用され、今回のこの農地が所有している最後の農地でした。
周辺には先ほどの件番１の半分残す農地しか残っておりませんでしたので、
問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番５について、昭和43年頃に寝屋川
の河川改修工事の際に、工事関係者の駐車場にするために宅地にされたよ
うです。その後、工事終了後は現在まで月極駐車場として使用されています。
地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　事務局から説明があったように、本件についても既に露天駐車場にされておりまして、転用漏れ案件でございます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第２号　農地法第５条第１項第６
号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　 報告第２号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告に
ついて、ご説明申し上げます。
（報告第２号　件番１朗読）
件番１について、場所は府道15号八尾茨木線を摂津市方面へ進んだところ、
淀川の手前でございます。
本件は、３月１日に受付を行い、地区担当委員に随行し、３月７日に現地
確認し、会長専決により届出を受理したものでございます。

現況は画面のとおりでございます。
本件の転用目的は露天駐車場への転用です。
本件は賃借権の設定ですので、賃借人が自社の車を駐車するための駐車場として利用されるものと聞いています。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　ただいま事務局から説明いただいたとおりで、届出前には農地パトロールでも確認しておりましたが、これまで何ら問題なく水稲を作っておられましたところでございます。
雨水排水については、西側の府道との間に側溝がありますので、そちらに
流すことになります。
車両の進入については、府道から一番入りやすい間口になりまして、利用
価値が高い場所に農地がありましたので、以前から賃借人と土地所有者の間
で貸借の話があったのかと推測されます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ござ
いますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番２について、事務局から説明をお
願いします。
（報告第２号　件番２朗読）
件番２について、場所は交野市との市域界付近でございまして、寝屋川市
から交野市内のゴルフ場に向かう途中のところございます。
本件は、３月１日に受付を行い、地区担当委員に連絡し、事務局において
３月６日に現地確認し、会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面の通りでございます。
本件の転用目的は、露天資材置場への転用です。譲受人である寺の資材等
を置く予定と聞いております。
本件農地への接道がないため、寺の敷地内を通らなければ農地に入ること
ができない農地でございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番２について、地区担当委員の農地調整委員長、何かご意見等ございますか。
　農地調整委員長　本件の農地は相続された土地でございまして、代替わりして寺に寄付することになったようです。
寺としては、寄付していただくのは結構なことなのですが、現況写真を見ていただいたら分かるように、寺の敷地面から下へ２ｍほど下がっておりますので盛土しなくてはならず、盛土の工事費がかさむとおっしゃっていました。
　
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番３について、事務局から説明をお願いします。
（報告第２号　件番３朗読）
場所は、三井南町にある中学校・高等学校の西側の農地でございます。
本件は、３月２日に受付を行い、地区担当委員に連絡し、事務局で現地確認し、３月７日に会長専決により届出を受理したものでございます。

現況は画面のとおりでございます。
本件の転用目的は、一戸建て住宅への転用です。住宅の建築に際して、市へ小規模開発の申請を行うことから、雨水排水計画等は問題ないものと思われます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、本件農地の北側と南側も元々は農地でしたが、一体開発のため、以前に一戸建て住宅への農地転用の届出がすでにされております。
本件農地は、生産緑地の指定を受けておられたのですが、生産緑地地区の指定から30年を経過するのを待って転用することに決まっていたようで、今回、30年が経過したことから農地転用の届出が出されたものです。
小規模開発の申請をされるので、雨水排水について問題ないと思います。
　　　　　　　　　何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番４について、事務局から説明をお
願いします。
　事務局　　　　　件番４から６についてですが、こちらは隣接する農地で関連した案件になりますので、一括して説明いたします。
（報告第２号　件番４から６朗読）
場所は、萱島駅から東へ向かった府道21号八尾枚方線に出る手前のところになります。
本件は、３月３日に受付を行い、地区担当委員に連絡し、３月６日に事務局で現地確認し、会長専決により届出を受理したものでございます。

現況は写真のとおりとなっております。
転用目的は、屋外駐車場となっておりまして、すでに令和２年に農地転用をした隣接した土地と合わせて、一体で駐車場にする計画でございます。
雨水排水については、南側へ放流する予定でございますが、周辺に農地等はなく影響は全くありません。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番４から６について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　本件農地の西側に接道がございまして、大阪市の水道管も埋設されていて、おそらく下水管や雨水管も埋設されている公共用道路ですので、進入路は問題ありません。また、屋外駐車場として九十数台を駐車するということですが、周辺に住宅が建ち並んでいる訳ではございませんし、将来的には、一戸建て住宅や共同住宅等にされると思われます。
　　
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番７について、事務局から説明をお
願いします。
（報告第２号　件番７朗読）
事務局　　　　　件番７について、場所は寝屋南二丁目にあるホームセンターから少し北西へ進んだところの農地でございます。
本件は３月７日に受付を行い、３月９日に地区担当委員に連絡の上、事務局で現地確認し、会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりとなっておりまして、本件農地はこれまで生産緑地でしたが、生産緑地の買取申出を行っており、生産緑地としての行為制限が解除されたため、今回、一戸建て住宅へと農地転用されることになりました。
建築に際しては、市へ開発許可申請を行う必要があることから、雨水排水計画等は問題ないものと思われます。
　
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番７について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　本件の農地は、平成24年に土地区画整理事業によって換地され、現在の場所に移った時から生産緑地の指定を受けて来られました。
昨年６月の委員会総会で報告案件として挙がっていたのですが、身体の故障ということで、農業に従事することができないことから、生産緑地の買取り申出がされ、その後、生産緑地地区の指定が解除されました。
　　　　　　今回、不動産業者に売却され、一戸建て住宅を17戸建築されるということで、すでに屋外駐車場になっている隣接地の一部と本件農地を合わせて開発行為がされます。
写真では分かりにくいのですが、本件農地の北側にもう一筆生産緑地がご
ざいますが、そちらは届出人の弟の所有農地ですので、そこは生産緑地とし
て残ります。
さらに、北側は公園になっておりまして、この街区では弟の生産緑地だけが残るのですが、雨水排水については、土地区画整理事業の際に北側の一級河川たち川沿いに雨水貯留槽を設けておりますので、何ら問題はありません。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番８について、事務局から説明をお願いします。
（報告第２号　件番８朗読）
本件の場所は、先ほど報告第１号の件番４でご報告した農地に隣接した農地でございます。
本件は３月７日に受付を行い、３月16日に地区担当委員に連絡の上、事務局で現地確認し、会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございまして、本件農地はこれまで生産緑地でしたが、生産緑地の買取申出を行い、生産緑地としての行為制限が解除されたため、 今回、一戸建て住宅へと農地転用されることになりました。
市へ小規模開発申請を行う必要があることから雨水排水については問題ないものと思われます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番８について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　今回、農地を譲り受けられる方は、現在、大分県に住まわれている方で、引っ越されてくるようです。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第３号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第３号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、ご説明申し上げます。
（報告第３号　件番１朗読）

本証明につきましては、生産緑地の主たる従事者を証明するもので、市へ買取り申出を行うにあたり必要となる手続となります。
件番１について、場所は仁和寺地区の農地でございます。
本件の買取申出事由は故障です。
買取申出に際して、医師の診断書が提出されており、診断事由は変形性脊椎症となっており、年齢は95歳です。
現況は写真のとおりでございます。
なお、買取申出により、生産緑地地区指定農地の行為制限が解除された後は、トランクルームへ農地転用する計画でございます。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　私も農業委員に就任して、農地パトロールで以前から遊休農地であることから現場を確認させていただいており、今年２月の農地パトロールでも現地確認させていただいておりました。
　　　　　　　　　今回、農地転用されるということで、農地として保全していくことはできませんでしたが、遊休農地は解消になったかというところです。
　　　　　　　　　余談になりますが、以前にも意見させていただいたのですが、譲受人等の生年月日までとは言いませんが、年齢を議案書に掲載していただきますと、高齢であるから農業を辞められてしまうとか、納得できやすいかと思われます。
議案書に記載するのは、事務局としてやりにくいと思いますので、説明の際に年齢も言っていただけると理解しやすいかと思います。
　議長　　　　　　他にご質問がないようですので、本日の議事案件は以上でございます。
事務局、何か連絡事項等ございますか。
　事務局長代理　　特に連絡事項はございません。
　　　　　　　　　　
　議長　　　　　　以上をもちまして、４月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時10分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。
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